


平成29年度まで市町村が国保を運営
～国保改革前～
・市町村が被保険者からの国保税や国等の補助金を財源に医療費を負担する仕組み
・財政運営が不安定
　（特に小規模な自治体は被保険者数がとても少ないため、何か大きな医療費が発生するとたちまち財政が
    危うくなっていた）
・赤字補填を目的とした一般会計繰入、繰上充用を行っている
・市町村格差が大きい

国保改革（平成30年度～）
都道府県が財政運営の主体となる

～国保改革後～
・県が市町村の医療費を全て負担する。財源は国等の補助金と市町村からの納付金
・市町村は県に納める納付金を賄うため被保険者から国保税を徴収する仕組み
・県全体の被保険者数で市町村の医療費をカバーするため、財政運営が安定化した
・赤字補填を目的とした一般会計繰入、繰上充用の解消につながった

保険料（税）の完全統一
（高知県は令和１２年度予定）

～県が財政運営主体となった後も、市町村格差の課題は依然残っていた～
①県に納める納付金の財源を確保するため、市町村が税率を設定している
②医療費水準が高い市町村には納付金に医療費係数がかけられ、納付金が高くなっていた
③市町村の実情により税率が設定されるため国保税に市町村間の差がある
↓
同じ医療制度なのに住む場所によって負担が違う!（公平性の損失）
↓
R4.8.22　県内国保の保険料水準の統一に向けた知事・市町村長会議において令和12年度に保険料
（税）を完全統一することが確認された(３ページ参照）
※完全統一の前段階として、上記②の医療費係数はR5で終了しています 1



国

県　　 国等からの補助金や市町村からの納付金等を財源に市町村に普通交付金
          を交付（H30～県は国保の財政責任主体である。市町村の医療費等を全
          て県が負担する）

市町村

被保険者

一般会計

【繰入項目】
・基盤安定繰入金
・未就学児均等割保険税繰入金
・職員給与費等繰入金
・財政安定化支援事業繰入金
・産前産後保険税繰入金
・その他一般会計繰入金
（※R8からは基金から拠出）
・出産育児一時金等繰入金
（※R8からは廃止）

国からの補助金
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開催日 会の内容

R5.2.8 R4.8.22に開かれた「県内国保の保険料水準の統一に向けた知事・市町村長会議」（前ページ参照）の内容を説明。
R12の国保料（税）統一に向けて動いていくことを確認。

R6.2.16

R12国保料（税）統一に向けた「保険料（税）方針」について協議をする。
「保険料（税）方針」とは、前項に記載した知事・市長村長の会議において、県と市町村は協力してR12の統一を目指すこ
ととされている取り組みの一つである。
県が示した将来推計のR12の1人当たり統一保険料（税）と南国市の一人当たり保険料（税）に大きな乖離があり,
統一保険料の保険料水準に合わせるため、段階的に税率改定を行っていく必要があることを説明。

国保税改定案（A案とB案）が事務局より示される。結果、多数決でB案に決まる。（※次ページ参照）

【B案】
R8年度から毎年税率改定し、R12年度国保税推計（一人当たり保険料147,880円）に近づけていく。
R7年度中にR8から税率改定するかどうかを決める。
R8年度の税率を改定しないとなった場合は、県が実施するR8の中間評価を確認し、R9年度以降の改定について
検討する。

R7.2.27 県の「R12年度の国保税推計（一人当たり保険料147,880円）は上がることはあっても下がることはない」との見解や、
R8から導入される子ども・子育て支援納付金制度を受けて、R7年度の国保運営協議会では事務局から様々なシミュレー
ションを出して、R8年度を初年度として国保税をいくら上げるのか決定することとなった。
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